
（平成２１年９月30日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 34 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 24 件

年金記録確認愛知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



愛知国民年金 事案 1728 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から７年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から７年３月まで 

    Ａ県からＢ県に美容師として転居した。当時の給料は手取りで 10 万円に

満たず、保険料の免除申請を行い、保険料を免除してもらっていた。 

Ｃ区役所に婚姻届を提出した平成７年 11 月に、同区役所の人から免除期

間の保険料を追納することができるという話を聞き、８年１月か２月ごろに、

元妻とＤ社会保険事務所に出向き、私の免除期間中の保険料を追納した。金

額は 70 万円ぐらいであり、結婚した時の祝い金と元妻の貯金から下ろした

お金で支払った。 

追納保険料の納付の事実が確認できるものは何も無いが、申立期間につい

て保険料を追納したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間においては、免除期間である申立期間を含め国

民年金保険料の未納は無く、平成８年度からは付加保険料も納付している上、

申立期間については、美容師としての収入が少なく保険料を納付できなかった

ため全額申請免除を受けていたとしているなど、国民年金制度への関心及び保

険料の納付意識が高かったことがうかがえる。 

また、申立人が申立期間の保険料を追納したとする平成８年１月か２月ごろ

は、追納が可能である期間（免除を受けた期間から 10 年以内）であったこと

から、申立期間について保険料を追納することは可能であった。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を追納したとするＤ社会保険事務所の窓

口では、当時、保険料を追納することが可能であったことから、申立人の主張

と合致する上、申立人が記憶する申立期間の保険料の納付金額（70 万円ぐら

い）は、実際に申立期間の保険料を追納するのに必要となる金額（73万 9,440



円）とおおむね一致する。 

加えて、申立人がＣ区役所に婚姻届を提出した平成７年 11 月に、同区役所

の人から免除期間の保険料を追納することができるという話を聞き、Ｄ社会保

険事務所で申立期間の保険料を追納するのに必要となる金額を聞いた上で、そ

れから、しばらく経った８年１月か２月ごろに、同社会保険事務所に出向いて

申立期間の保険料を追納したとする記憶も具体的である。 

このほか、通常、免除期間の追納を行った場合、社会保険庁に追納申込の記

録が残っていると考えられるところ、申立人の申立期間の追納申込に係る記録

は認められないが、同庁によれば、平成 14 年より前に社会保険事務所の窓口

で追納保険料を領収した場合は納付書を作成する必要が無かったため、追納申

込の記録は残らないとしており、同申込記録が無いことについても不自然さは

無い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1729 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から同年３月まで 

    社会保険庁の記録では、申立期間の国民年金保険料が未納とされているが、

きちんと納付していたので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料が未納とされている期間は申立期間の３か月のみ

であり、申立期間前後の保険料は納付済みとされているのに、申立期間のみが

未納とされているのは不自然である。 

また、申立人は、国民年金手帳記号番号の払出時期から昭和 39 年８月ごろ

国民年金加入手続を行ったとみられるが、この時点で時効前であった 37 年７

月の資格取得時以降の過年度保険料を納付することにより、それまでの未納期

間を解消しており、保険料の納付意識が高かったこともうかがわれる。 

さらに、社会保険庁が保管している申立人の被保険者台帳（マイクロフィル

ム）によれば、申立期間については、「勧奨状送付」、「納付書送付」と記載さ

れていることから現年度に納付されなかったことがうかがわれるものの、申立

人は昭和 56 年１月から同年３月までの保険料についても過年度納付を行って

おり、上記申立人の保険料の納付状況等から判断して、申立期間についても過

年度納付を行ったとしても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1730 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 49年３月まで 

    私は、20 歳を過ぎた数年後に国民年金の加入手続をＡ市役所で行った。

申立期間当時、同市内で、母親と洋服の仕立業を営む兄と３人で同居し、私

は建築業（大工）を営んでいたため、外で仕事をすることが多かったことか

ら、私の保険料は、兄が自身の分と一緒に集金人に納付してくれていた。申

立期間前後はきちんと納付済みとなっており、一緒に納付した兄は申立期間

については納付済みとされているにもかかわらず、私のみが未納とされてい

ることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年

10 月３日に払い出されており、申立人の国民年金手帳の発行日は同年７月 27

日と記載されていることから、申立人はこのころに国民年金に加入したものと

みられる。申立人の納付記録を見ると、この加入手続を行った昭和 44 年度か

ら 60歳到達の前月の平成 19年２月までの国民年金加入期間において、申立期

間を除き国民年金保険料の未納は無いことから、申立人の保険料の納付意識は

高かったことがうかがわれる。 

また、Ａ市では、昭和 47 年度の第４期からは印紙検認方式から納付書方式

に変更したとしており、申立人の兄が所持していた申立人の国民年金手帳を見

ると、同年度国民年金印紙検認記録欄の各月欄にはすべて昭和 47 年 10 月 31

日付けの検認印があることから、申立期間のうち、47 年度分の保険料は納付

されていたものとみられ、申立期間当時における申立人の納付記録は適切に管

理されていたとは考え難い。 

さらに、申立人は、昭和 55 年３月３日に申立人の母親とその兄と一緒に同



居していたＡ市から転居しているが、申立人の保険料を一緒に納付したとする

申立人の兄は、国民年金被保険者資格を取得した 38 年２月から申立期間を含

む申立人が転居する 55 年３月までの期間は納付済みとされていることから、

申立人のみが未納とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1731 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59年４月から 61年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から 46年３月まで 

② 昭和 54年４月から 57年３月まで 

③ 昭和 59年４月から 61年３月まで 

    私は、離婚後にＡ市で２回、再婚後にＢ市で１回の計３回、国民年金保険

料の未納分をまとめて納付した。Ａ市では、督促のはがきが届いたこと、１

回目は約４万円を納付したこと、２回目は兄に 30万円から 40万円を借りて

納付したことを覚えている。また、私の夫も、私がＢ市で 10 万円から 12

万円を納付したことを覚えている。かなりの保険料をまとめて納付したはず

なので、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、離婚した昭和 61 年６月以降にＡ市で２回、再婚しＢ市に転居

した平成３年４月以降に１回、未納としていた国民年金保険料を納付したと

述べている。しかし、この時点では、申立期間①及び②の保険料は時効によ

り納付することはできず、過去の未納保険料を一括納付することができる特

例納付の時期でもない。 

また、Ａ市の記録により、申立人は、昭和 61 年４月から同年８月までの

国民年金保険料を同市で現年度納付したことが確認できる。その保険料は合

計３万 5,500円であり、申立人が同市で１回目に納付したとする保険料（約

４万円）とは、この際のものであったと考えられる。 

さらに、申立人は、申請免除とされていた昭和 57年５月から 59年３月ま

での国民年金保険料を後日に追納している。社会保険庁のオンライン記録で

は、平成４年５月に申立人が当該期間の保険料の追納申出を行ったことが記



録されていることから、申立人はこのころに当該期間の保険料を追納したと

推認される。この追納期間の保険料額は 12万 7,000 円余りであり、申立人

がＢ市で納付したとする 10万から 12万円とほぼ一致することから、申立人

が同市でまとめて納付したと記憶する保険料は、この追納の際の保険料と考

えられる。 

加えて、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿等）は無い。 

２ 申立人の離婚の時点では、申立期間③の保険料を過年度納付することが可

能である。 

また、申立人は、離婚した後のＡ市での国民年金保険料の納付について、

督促の通知があったので、１回目はその母親に約４万円を納付してもらい、

２回目はその兄に30万円から40万円を借りて金融機関で納付したと具体的

に説明しており、申立人の兄は、申立人の説明とほぼ同様の額を保険料納付

のために申立人に送金したことがあると述べている。申立人は、その兄に借

りた金額のうち保険料として納付した金額がいくらであるかは記憶してい

ないが、申立期間③の保険料額は 15 万 5,000 円余りであり、借用した金額

により納付可能である。 

さらに、申立人は、国民年金保険料を一括納付したとする対象期間の記憶

は不明確であるものの、上記のとおり、Ａ市在住時の約４万円の納付、Ｂ市

へ転居後の 10万円から 12万円の納付は事実であったものと推認でき、申立

人の記憶には信ぴょう性が認められる。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和59年４月から61年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



愛知国民年金 事案 1732 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37年度のうちの６か月及び昭和 54年１月

から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年度のうちの６か月 

② 昭和 54年１月から同年３月まで 

③ 昭和 57年１月から同年３月まで 

④ 昭和 57年９月から 60年９月まで 

⑤ 昭和 62年４月から平成４年 11月まで 

    国民年金保険料が集金だったころは知人である集金人が来ていた覚えが

あり、納付書で納付するようになってからはＡ市Ｂ区役所か銀行で納付して

いた覚えがある。また、免除とされている期間について、免除を申請した覚

えは無く、全部納付した覚えがあるので、申立期間が未納又は免除とされて

いることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、社会保険庁が保管する申立人の被保険者台帳（マ

イクロフィルム）では、昭和 37 年度は６か月納付と記録されており、申立

人の国民年金手帳では、昭和 37 年４月から同年９月までは検認印があり、

同年 10月から 38年３月までは検認印が無い。 

一方、申立人の国民年金手帳により納付日が確認できる昭和 36 年度から

45 年度までの保険料は、37 年度の６か月を除きすべて現年度納付されてお

り、その当時の保険料納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立人の国民年金手帳の検認印の内容から、昭和 36 年度の保険料

は区役所で納付、37 年度のうち納付済みとされている６か月の保険料は集

金人に納付したものとみられ、同年度の６か月の検認日は昭和 38 年３月６

である。これは、Ａ市における集金人制度の発足が 37年 11月であることか



ら、集金人が初めて申立人宅を訪れたのが同年度末であったものとみられ、

集金人が同年度末に当該年度の保険料の集金のために申立人宅を訪れたに

もかかわらず、当該年度のうち６か月分の保険料のみを納付し、ほかの６か

月を納付しなかったとするのは不自然である。 

２ 申立期間②については、社会保険庁の被保険者台帳では、昭和 53 年度の

欄に納付書送付との記載がある。これは、申立期間②の国民年金保険料が現

年度納付されなかったために過年度納付書が送付されたものと考えられ、こ

れにより申立期間②の保険料を納付することが可能である。 

また、被保険者台帳では、申立人は、申立期間②に近接する期間において

４回過年度納付を行ったことが記録されており、申立期間②についても過年

度納付書が送付されたにもかかわらず、これを納付しなかったとは考え難い。 

３ 申立期間③、④及び⑤については、社会保険庁の記録及びＡ市の記録共に、

国民年金保険料は申請免除と記録されている上、昭和 54 年度以降、一部の

期間の保険料は申請免除後に追納されており、保険料の免除を申請した記憶

は無いとする申立人の主張と相違する。 

また、これら申立期間は計 108か月と長期に及ぶが、申立人は、この間の

国民年金保険料の納付方法について、社会保険事務所で納付したなどとする

のみで、具体的な納付方法及び納付金額についての記憶は無い。 

さらに、申立人の夫も、60 歳到達により国民年金の資格を喪失するまで

は、これら申立期間の保険料は申請免除と記録されている。 

加えて、申立人が申立期間③、④及び⑤の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿等）は無い。 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和37年度のうちの６か月及び昭和54年１月から同年３月までの期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1733 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37年度のうちの６か月、昭和 42 年４月、

53年４月から同年９月までの期間及び 54年１月から同年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年度のうちの６か月 

② 昭和 42年４月 

③ 昭和 53年４月から同年９月まで 

④ 昭和 54年１月から同年３月まで 

⑤ 昭和 55年１月 

⑥ 昭和 57年１月から同年３月まで 

⑦ 昭和 57年９月から平成２年６月まで 

    国民年金保険料が集金だったころは知人である集金人が来ていた覚えが

あり、納付書で納付するようになってからはＡ市Ｂ区役所か銀行で納付して

いた覚えがある。また、免除とされている期間について、免除を申請した覚

えは無く、全部納付した覚えがあるので、申立期間が未納又は免除とされて

いることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、社会保険庁が保管する申立人の被保険者台帳（マ

イクロフィルム）では、昭和 37 年度は６か月納付と記録されており、申立

人の国民年金手帳では、昭和 37 年４月から同年９月までは検認印があり、

同年 10月から 38年３月までは検認印が無い。 

一方、申立人の国民年金手帳により納付日が確認できる昭和 36 年度から

45年度まで（厚生年金保険被保険者期間を除く。）の保険料は、37年度の６

か月及び申立期間②の１か月を除きすべて現年度納付されており、その当時

の保険料納付意識は高かったものと認められる。 



また、申立人の国民年金手帳の検認印の内容から、昭和 36 年度の保険料

は区役所で納付、37 年度のうち納付済みとされている６か月の保険料は集

金人に納付したものとみられ、同年度の６か月の検認日は昭和 38 年３月６

である。これは、Ａ市における集金人制度の発足が 37年 11月であることか

ら、集金人が初めて申立人宅を訪れたのが同年度末であったものとみられ、

集金人が同年度末に当該年度の保険料の集金のために申立人宅を訪れたに

もかかわらず、当該年度のうち６か月分の保険料のみを納付し、ほかの６か

月を納付しなかったとするのは不自然である。 

２ 申立期間②については、申立人の妻は当該期間を含む昭和 42 年４月から

同年６月までの国民年金保険料を同年９月に集金人に納付したことが妻の

国民年金手帳の検認印により確認できる。 

また、申立人は、申立期間②の直後の昭和 42 年５月に厚生年金保険被保

険者となり国民年金の資格を喪失しているが、この手続は、その当時に適切

に行われていたことが、申立人の国民年金手帳及び被保険者台帳の記載から

確認できる。このため、申立期間②が国民年金被保険者期間であることは、

申立人の妻が当該期間の保険料を納付した時点で承知していたものとみら

れ、申立人の保険料も納付したと考えるのが妥当である。 

３ 申立期間③及び④については、社会保険庁の被保険者台帳では、昭和 53

年度の欄に納付書送付との記載がある。これは、申立期間③及び④の国民年

金保険料が現年度納付されなかったために過年度納付書が送付されたもの

と考えられ、これにより当該期間の保険料を納付することが可能である。 

また、被保険者台帳では、申立人は、申立期間③及び④に近接する期間に

おいて３回過年度納付を行ったことが記録されており、申立期間③及び④に

ついても過年度納付書が送付されたにもかかわらず、これを納付しなかった

とは考え難い。 

４ 申立期間⑤、⑥及び⑦については、社会保険庁及びＡ市の記録共に、国民

年金保険料は申請免除と記録されている上、昭和 54 年度以降、一部の期間

の保険料は申請免除後に追納されており、保険料の免除を申請した記憶は無

いとする申立人の主張と相違する。 

また、これら申立期間は計 98 か月と長期に及ぶが、申立人は、この間の

国民年金保険料の納付方法について、社会保険事務所で納付したなどとする

のみで、具体的な納付方法及び納付金額についての記憶は無い。 

さらに、申立期間⑤の国民年金保険料については、申立人の妻は申請免除

後に追納している。しかし、申立期間⑤の前後の期間の保険料の追納日が夫

婦で異なっており、妻が追納していることをもって申立人も一緒に追納した

と推認することはできない上、申立人は申立期間⑤を含む３か月（昭和 55

年１月から同年３月まで）のうち２か月（同年２月及び同年３月）の保険料

を平成２年２月に追納しているが、その時点では、申立期間⑤の保険料を追



納することができる期間（免除を受けた期間から 10年以内）を過ぎている。 

加えて、申立人の妻は、申立期間⑦のうち昭和 60 年 10 月から 62 年３月

までの国民年金保険料を平成７年 10 月に追納しているが、その時点では、

申立人は 65 歳に到達し老齢基礎年金の受給権者である。老齢基礎年金の受

給権者については、制度上、保険料を追納することはできないことから、申

立人の妻が当該期間の保険料を追納していることをもって、申立人も一緒に

追納したと推認することはできない。 

このほか、申立人の妻も、申立期間⑥及び⑦（申請免除後に追納された昭

和 60年 10月から 62年３月までを除く。）の国民年金保険料は申請免除と記

録されているほか、申立人が申立期間⑤、⑥及び⑦の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿等）は無い。 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年度のうちの６か月、昭和 42 年４月、53 年４月から同年９月まで

の期間及び 54 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料を納付して

いたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1734 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年５月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月から同年９月まで 

② 昭和 47年３月から 49年３月まで 

    申立期間①については、会社を退職し婚姻するまでの間は国民年金保険料

を納付していたはずである。また、申立期間②については、昭和 46 年９月

にＡ市Ｂ区に転居してから加入し、保険料を納付していたはずである。加入

手続や保険料の納付は私自身が行ったので、申立期間が未納とされているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人には、２回、国民年金手帳記号番号が払い出されており、うち１回

目は、申立人の婚姻（昭和 39年 10月婚姻届）前の同年５月にＣ村で払い出

されている。社会保険庁が保管する１回目の国民年金手帳記号番号に係る被

保険者台帳（マイクロフィルム）では、申立期間①を含む同年３月から同年

９月までの保険料が納付されていたことが記録されている。 

また、上記被保険者台帳には、申立人が昭和 39 年３月に強制加入として

国民年金の資格を取得し、同年５月に資格喪失したことが記載されているほ

か、昭和 39 年度の納付記録欄が６か月納付から１か月納付に訂正されてい

る。しかし、社会保険庁のオンライン記録では、申立人が申立期間①の当時

に被用者年金制度に加入していた記録は無いなど、同年５月に申立人が国民

年金の資格を喪失すべき事由は見当たらないことから、事実と異なる事由に

より申立人の国民年金の資格喪失手続が行われ、これに基づき保険料納付記

録の訂正が行われたものと認められ、申立期間①については納付済期間とす

る必要がある。 



２ 申立人の１回目の国民年金手帳記号番号に係る被保険者台帳では、昭和

39年５月に資格喪失後、申立期間②の当時に資格を再取得した記載は無く、

同年 10 月以降の保険料を納付した記録も無い上、申立人がＡ市Ｂ区に転居

した記載も無い。 

また、申立人は、昭和 46 年９月にＡ市Ｂ区に転居して間も無く、国民年

金の加入手続を行ったとしている。しかし、社会保険庁の記録により、申立

人の２回目の国民年金手帳記号番号は 51 年 10 月から同年 11 月までの間に

払い出されたことが確認できるほか、上記の二つの国民年金手帳記号番号以

外の別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

以上のことから、申立人の２回目の国民年金加入手続は昭和 51年 10月か

ら 11月ごろまでに行われ、その際に 47年３月にさかのぼって資格を取得し

たものと推認される。このため、申立人は、１回目の国民年金手帳記号番号

による国民年金の資格を喪失以降、申立期間②の当時には資格の再取得手続

を行っておらず、保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、社会保険庁が保管する２回目の国民年金手帳記号番号に係る被保

険者台帳（マイクロフィルム）では、昭和 49 年度及び 50年度の保険料が昭

和 52 年１月に過年度納付されたことが記載されている。このことからも、

申立人の２回目の国民年金加入手続が 51 年 10 月から 11 月ごろまでに行わ

れ、加入手続前の未納保険料をまとめて納付したと考えられるほか、それ以

前の期間である申立期間②の保険料は時効により納付することはできない。 

加えて、申立人は、申立期間②の当時の国民年金保険料の納付方法につい

て、口座振替で毎月納付したとしている。しかし、Ａ市においては、口座振

替は昭和 52年度から、保険料の毎月納付は 62年度から開始されたとしてお

り、申立人の記憶と相違する。 

このほか、申立期間②について、申立人が国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿等）は無い。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年５月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



愛知国民年金 事案 1735 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45年７月から 46年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 46年３月まで 

    申立期間当時は両親と同居しており、亡母が家族の国民年金保険料を納付

していた。同居の兄の申立期間の保険料が納付済みとされているのに、私の

保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、その兄の申立期間の国民年金保険料が納付済みと記録されてい

るのに、申立人が未納とされているのはおかしいとしている。 

しかし、申立人の兄の国民年金手帳記号番号の払出時期から、兄の国民年

金の加入手続は、申立人が 20 歳になる以前の昭和 42 年 11月ごろに行われ

たものと推認され、申立期間の保険料を納付することが可能であった。これ

に対し、申立人の国民年金手帳記号番号は 47 年８月に払い出されており、

申立人が所持する国民年金手帳の発行日は同年８月 25 日であるほか、申立

期間当時に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。このため、申立人の国民年金加入手続は申立期間

後の同年８月ごろに行われ、その際に申立人が 20歳になった 44年＊月にさ

かのぼって資格取得したものと推認され、申立期間当時には未加入であった

ことから、その母親が申立人の保険料を納付することはできなかったと考え

られる。 

また、申立人の国民年金加入手続は、申立人が 23 歳になったころに行わ

れている。一方、その兄及び姉についても、20 歳の当時には加入手続は行

われておらず、申立人が 20 歳の当時に加入手続が行われていなかったこと

が、その兄及び姉と比較して不自然とは言えない。 



さらに、申立人の申立期間の国民年金加入手続及び保険料納付を行ってい

たとするその母親が死亡しているため、その状況について確認することはで

きないほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿等）は無い。 

２ 申立人の国民年金加入手続が行われたと推認される昭和 47 年８月の時点

では、申立期間のうち、45年７月から 46年３月までの保険料を過年度納付

することが可能である。 

また、申立人の家族の国民年金保険料を納付していたとするその母親は、

国民年金制度発足当初から 60 歳到達までの保険料をすべて納付しているほ

か、申立人、その兄及び兄の妻についても、加入手続以降の国民年金加入期

間の保険料はすべて納付しているなど、申立人の母親の保険料納付意識は高

かったものと認められる。 

さらに、申立人の国民年金加入手続が行われたと推認される時期の前年度

の昭和 46 年度の保険料は納付済みと記録されている。これは、申立人の母

親が過年度納付したものと考えられ、申立期間のうち、昭和 45 年７月から

46 年３月までの保険料も同様に過年度納付可能であったにもかかわらず、

申立人の母親が、これを納付しなかったとは考え難い。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和45年７月から46年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



愛知厚生年金 事案 1693 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和63年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を30万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和63年５月21日から同年６月１日まで 

    私は、申立期間について、Ｂ社からの出向解除辞令により、Ａ社からＢ社

Ｃ支店に転籍したが、１日の空白も無く勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、昭和63年５月21日から同年６月１日まで

の間に空白の期間があるので、空白が無いように訂正し、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びＢ社の回答並びに両社からの提出資料により、申立人が申立期間に

おいて両社に継続して勤務（昭和63年５月21日にＡ社からＢ社Ｃ支店に異動発

令。ただし、実異動日は同年６月１日。）していたことが確認できる。 

また、Ｂ社は、「当社とＡ社間の出向職員については、給与計算は継続して

行っていた。」としており、Ａ社も、「当時の資料は保存していないが、昭和63

年５月の申立人の厚生年金保険料については、当社で控除していたと思われ

る。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料をＡ

社により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和63年４月の社会保険庁のオ

ンライン記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか



否かについては、出向元であるＢ社が、「当社Ｃ支店とＡ社の担当者の間で被

保険者資格の得喪日についての連絡が十分に行われず、Ａ社では、辞令発令日

どおり昭和63年５月21日を喪失日とし、当社Ｃ支店では実異動日である同年６

月１日を取得日として届け出たと推察される。」としていることから、その結

果、社会保険事務所は、同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案1694 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和49年２月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和48年11月４日から49年２月５日まで 

  私は、申立期間には、Ａ社に在籍したままＢ社に出向していたが、厚生年

金保険の被保険者記録が無い。Ａ社からは、在職証明書と説明文書「保険期

間漏れ復活のお願い」をもらっているので、記録を訂正し、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が申立人に交付した在職証明書及び説明文書「保険期間漏れ復活のお願

い」により、申立人は、昭和49年２月５日にＢ社に転籍するまでＡ社に継続し

て勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和48年10月の社会保険事務所

の記録から、８万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主が届出の誤りを認めていることから、事業主が昭和48

年11月４日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案1696 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成７年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万2,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月28日から同年２月１日まで 

    私は、平成６年５月にＡ社に入社し、同年７月に厚生年金保険被保険者資

格を取得してから、７年１月末まで勤務していたが、社会保険庁の記録では、

同社での厚生年金保険被保険者資格喪失日が同年１月28日とされている。 

しかし、雇用保険の記録では平成７年１月31日離職となっており、さらに、

Ａ社の給与明細で同年１月分の保険料控除が確認できるので、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細書及び雇用保険受給資格者証により、申立人がＡ社に平成７年１月

31日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、

９万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、Ｂ厚生年金基金

が保管している申立人に係る健康保険厚生年金保険資格喪失確認通知書によ

ると、事業主が平成７年１月28日を厚生年金保険の資格喪失日として届け出た

ことが確認できることから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について



納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



愛知厚生年金 事案 1697 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 28 年５月１日から 31 年２月 20 日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 28 年５月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、同年５月から 29 年９月

までを 3,000 円、同年 10 月から 30 年７月までを 4,000 円、同年８月から 31

年１月までを 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和27年３月30日から31年２月20日まで 

私は、中学卒業後の昭和27年３月30日にＡ社に入社し、34年６月14日まで

継続して勤務していたが、厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、

資格取得日が31年２月20日とされ、申立期間の被保険者記録が無いことが分

かった。保険料控除が証明できる資料は無いが、申立期間も同社に勤務して

いたことは確かであるし、入社から４年近くも厚生年金保険被保険者とされ

ていないのは納得できないので、申立期間について、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社において、申立期間当時に事務を行っていたとされる現在の同社の事

業主及び申立期間に同社における厚生年金保険被保険者記録がある複数の同

僚は、「申立人は、中学卒業後の昭和 27 年３月から会社の寮に住み込みで働

き、34年６月まで正社員として継続して勤務していた。」と証言している。 

また、社会保険事務所の記録によると、申立人が記憶している事業主及び

同僚計 10人のうち９人は、Ａ社の被保険者であることが確認できる。 

さらに、申立人の１年先輩に当たる同僚２人は昭和 27年５月１日に、１年

後輩に当たる同僚１人は 29 年６月１日に、２年後輩に当たる同僚１人は 30



年４月１日に被保険者資格を取得しており、入社時期と厚生年金保険被保険

者資格の取得時期には、12 か月から 15 か月の差があることが確認でき、Ａ

社は、入社と同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いを励行

していなかったことがうかがわれるものの、申立人のように入社時期と資格

取得時期の差が 47か月もの長期となっている者はみられない。 

加えて、申立人及び同僚が記憶しているＡ社の従業員数 10～13人は、申立

期間当時の同社の被保険者数とおおむね一致する。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち、少なくとも昭和 28 年５月から 31 年１月までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認

められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 31年２月の社会保険事務

所の記録及び同僚の記録から、28 年５月から 29 年９月までを 3,000 円、同

年 10月から 30年７月までを 4,000円、同年８月から 31年１月までを 7,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立期間の被保

険者名簿の整理番号に欠番は見当たらないことから、申立人に係る社会保険事

務所の記録が失われたことは考えられない上、申立人に係る被保険者資格の取

得に係る届出や厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届のいずれの機会に

おいても社会保険事務所が記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主が

昭和31年２月20日を厚生年金保険の資格取得日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る28年５月から31年１月までの保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 27年３月 30日から 28年５月１日までの期間

については、上述のとおり、Ａ社においては、入社と同時に厚生年金保険の

被保険者資格を取得させる取扱いを励行せず、入社から 14か月程度は資格取

得手続を行っていなかったことがうかがえるとともに、このほかに、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。



愛知厚生年金 事案1698 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を28万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年10月１日から９年４月５日まで 

    平成７年10月から９年３月までの標準報酬月額が資格喪失後に28万円か

ら９万2,000円とされているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

申立人が主張する 28 万円と記録されていたところ、Ａ社が適用事業所に該当

しなくなった日（平成９年４月５日）の後の同年４月８日付けで、７年 10 月

１日までさかのぼって９万 2,000円に引き下げられている。 

また、申立人と同様に、Ａ社の全喪日に被保険者資格を喪失している同僚12

人のうち、11人の標準報酬月額が平成９年４月８日付けでさかのぼって９万

2,000円に引き下げられており、そのうち２人の標準報酬月額の記録が、社会

保険庁の職権によって訂正されている。 

さらに、複数の同僚は、Ａ社に勤務している期間に５万円以上給与額が下が

ったことは無いと証言している。 

なお、申立人は、当時のＡ社は保険料の滞納があったと主張しているところ、

元事業主は、保険料の滞納は無かったと証言しており、社会保険事務所には、

同社の保険料納付に関する資料は現存しておらず、同社の厚生年金保険料滞納

に係る事実は確認できない。   

これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、申立

人の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た28万円とすることが必要と認められる。



愛知厚生年金 事案 1699 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、平成５年 11 月

から８年 11月までは 44万円、同年 12月から 10年 11月までは 47万円に訂正

する必要がある。 

 なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

 住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月 26日から 10年 12月 29日まで 

 私は、Ａ社で何の問題も無く、仕事に従事していたが、平成２年４月から

10年 11月までの標準報酬月額が実際の給与に基づく標準報酬月額より低く

なっていることに納得できないので、申立期間における標準報酬月額を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 したがって、申立期間のうち、申立人が給与明細書を提出した期間に係る標

準報酬月額については、給与明細書において確認できる報酬月額から、平成５

年 11月、６年９月、同年 12月、７年２月、同年５月及び同年 11月を 44万円

に、８年 12月、９年５月、同年６月、同年８月、同年９月、同年 11月、同年

12 月、10 年２月、同年４月、同年５月及び同年 11 月を 47万円に訂正する必

要がある。 

また、申立期間のうち、申立人が給与明細書を提出していない期間に係る標



準報酬月額については、その前後における給与明細書の報酬月額に見合う標準

報酬月額が同額であることが確認できる上、社会保険庁に記録されている標準

報酬月額の記録も当該期間及びその前後の期間において差異が無いことが確

認できることから、平成５年 12月から６年８月まで、同年 10月、同年 11月、

７年１月、同年３月、同年４月、同年６月から同年 10月まで、同年 12月から

８年 11月までを 44万円に訂正し、９年１月から同年４月まで、同年７月、同

年 10月、10年１月、同年３月、同年６月から同年 10月までを 47万円に訂正

する必要が認められる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したとしているが、提出された給与明細書において確認できる報酬月

額に見合う標準報酬月額と社会保険庁で記録されている標準報酬月額が、給与

明細書が提出された全期間にわたり一致していないことから、社会保険事務所

は、当該期間について、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成２年４月から５年 10月までの期間については、

事業主から提出された「厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決

定通知書」によると、申立人の資格取得時の標準報酬月額は 32 万円であり、

社会保険庁の記録と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、申立期間の賃金台帳等の給与支払及び厚生年金保

険料控除を確認できる資料については、資料の保存は無く、詳細は不明であ

る旨を回答していることから、申立てに係る事実について確認することがで

きない。 

このほか、当該期間について、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立期間のうち、平成２年４月から５年 10

月までの期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案1700 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和59年９月１日から同年10月20日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年10月20日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額を41万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和59年９月１日から同年11月まで 

    私がＡ社に勤務していた期間と厚生年金保険記録が相違しており、当時の

賃金台帳から申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されているこ

とから、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された販売手数料明細表（賃金台帳）、雇用保険被保険者資

格喪失届及び離職証明書により、申立人が申立期間のうち、昭和 59 年９月１

日から同年 10月 19日までの期間において、Ａ社に継続して勤務し、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

なお、雇用保険被保険者資格喪失届及び離職証明書によると、Ａ社は、申立

人の雇用保険の資格喪失手続を昭和 59 年 10月 20 日に行っていることから、

申立人は同日以前に同社を退職したものと認められ、申立人の同社における厚

生年金保険の資格喪失日については、雇用保険の資格喪失手続日と同日の同年

10月 20日とすることが妥当である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、販売手数料明細表（賃金台帳）

の保険料控除額及び昭和 59年８月の社会保険事務所の記録から、41万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、厚生



年金保険被保険者資格喪失届の手続日が昭和59年11月９日となっているもの

の、このほかに事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和59年10月20日から同年12月１日までの期間につ

いては、上述のとおり、申立人はＡ社を同年10月19日に退職したものと認めら

れることから、当該期間は、厚生年金保険法の規定により、厚生年金保険被保

険者となることができない期間であることから、厚生年金保険の被保険者であ

ったと認めることはできない。 



愛知国民年金 事案 1736 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年２月から 62 年４月までの期間、平成５年 12 月から６年

２月までの期間、12 年３月及び 13 年７月から 14 年７月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年２月から 62年４月まで 

② 平成５年 12月から６年２月まで 

③ 平成 12年３月 

④ 平成 13年７月から 14年７月まで 

    私は、国民年金保険料の納付が必要なことについては親から聞いており、

会社を退職した後は厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、納付書

が送付された時には、すぐには払えていないにしても払うようにはしていた。

また、免除という制度があり、保険料を追納しないと年金が減額になること

も知っていたため追納もした。申立期間について国民年金保険料を納付して

いたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 60年４月から 62年４月までの申請免除

期間の国民年金保険料については追納を行ったとし、その他の申立期間につい

ては、納付書が届くと保険料を納付していたはずだとするのみで、追納の申込

みを行ったとの記憶は無く、それぞれの申立期間の保険料の納付時期、納付場

所、納付金額等の具体的な納付状況についてもよく覚えていないとしており、

申立期間の保険料が納付又は追納されたことをうかがい知ることは困難であ

る。 

また、申立人は、申立期間①のうち、昭和 60 年２月及び同年３月の保険料

について、62 年 12 月に一括で納付したと主張しているが、同年 12 月を基準

とすると、時効により納付することはできない上、申立人が申立期間①のうち、

60年４月から 62年４月までの申請免除期間について追納申込を行ったことを



示す記録は見当たらないことから、当該期間に係る納付書が発行されたことも

考え難い。 

さらに、申立人は、会社を退職した時は厚生年金保険から国民年金への切替

手続を行ったとしているが、社会保険庁の記録によれば、平成 15 年９月の会

社退職後の同年９月から同年 11 月までの未加入期間について加入勧奨を受け

ていた記録が見られるにもかかわらず、同期間については手続を行ったとはさ

れておらず、申立人の主張には齟齬
そ ご

が認められる。 

加えて、申立期間②、③及び④の時期になると、年金記録管理業務のオンラ

イン化、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）

による入力等、事務処理の機械化が進み、記録漏れ、記録誤り等が生ずる可能

性は少なくなっているところ、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示

す関連資料（確定申告書、家計簿、預金出金記録等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1737 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年４月から 49年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 49年５月まで 

    私は、昭和 35 年 10 月１日にＡ市で国民年金の資格を取得し、36 年４月

分から保険料を納付した。途中、会社勤めも２回あったが、退職後は国民年

金への切替手続も怠らず、同市内で何度か転居もしたが、その都度、住所移

転の手続を行い、国民年金手帳にも変更の記載がある。申立期間の保険料を

納付した際の領収書など証明するものは無いが、申立期間が未納とされてい

るのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、納付書により申立期間の国民年金保険料を銀行で納付し、Ａ市の

集金人（国民年金推進員）には納付したことは無いとしているが、同市では、

申立期間における保険料収納方法は、集金人（国民年金推進員）による印紙検

認方式であったとしていることから、申立人の主張とは相違する上、申立人は、

申立期間の保険料をさかのぼって一括して納付した記憶も無い。 

また、申立人は、申立期間の保険料の納付時期、納付金額など、保険料の納

付状況に関する記憶は曖昧
あいまい

である。 

さらに、社会保険庁の記録によると、申立人には、国民年金手帳記号番号が

２回払い出されており、１回目は昭和 35 年 12 月 13 日にＡ市Ｂ区で、２回目

は 45 年５月 13 日に資格取得日を同年４月 21 日として同市Ｃ区で払い出され

ている。１回目に払い出された記号番号に基づく国民年金被保険者台帳を見る

と、同年４月 25日を資格取得日とする記録が社会保険庁に進達されたのは 53

年２月と記載されていることから、このころに申立人に対して払い出された記

号番号の重複が判明し、１回目に払い出された記号番号に統合されたものと考

えられ、これ以外に申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出された形跡は見



当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確定申

告書、家計簿等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1738 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

    申立期間当時、私はＡ市Ｂ区の寺に住み込みで僧侶の修行をしていた。修

行中の昭和 36 年３月か同年４月ごろ、国民年金加入の訪問勧奨を受け加入

した。それ以降、数か月ごとに訪問する集金人に、300円又は 600円の保険

料を納付していたことを覚えているので、申立期間が未納とされているのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市Ｂ区に居住していた昭和 36 年３月か同年４月ごろ、国民年

金の加入手続を行ったとしている。しかし、社会保険庁の記録により、申立人

の国民年金手帳記号番号は 43 年３月に同区で払い出されたことが確認できる。

国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査しても、申立期間当時に同区で申立人

に国民年金手帳記号番号が払い出された記載は見当たらず、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。以上の

ことから、申立人の国民年金加入手続は同年３月ごろに行われ、その際、36

年４月にさかのぼって資格取得したものと推認され、申立期間当時は未加入で

あったことから、保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

また、申立人は、昭和 36 年に国民年金に加入した当初から集金人に保険料

を納付していたとしているが、Ａ市における集金人制度の開始は 37年 11月で

あり、申立人の説明と相違する。 

さらに、申立人の国民年金加入手続が行われたと推認される時点では、申立

期間のうち、昭和 41年１月から 42年３月までの保険料を過年度納付すること

が可能であったが、申立人は、過年度保険料を扱わないとされている集金人に

定期的に納付していたとするのみであり、当該期間の保険料が過年度納付され



ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1739 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年６月から平成 12 年１月までの期間及び同年６月から 16

年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年６月から平成 12年１月まで 

② 平成 12年６月から 16年５月まで 

    私が父親の経営する飲食店で働いていた時、20 歳になったので、父親が

国民年金の加入手続を行い、母親が保険料を納付していた。両親が年金を郵

便局で受給していたことも覚えており、私も同じように年金支給があっても

いいと思うが何も通知が来ない。古いものなので記録の探しようが無いとか、

記録が無いとかで、片付けることは許せないので、年金が支給されるよう保

険料の納付があったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金加入手続に関与しておらず、その父親が行っ

たとしている。保険料の納付についても、その母親が平成６年に死亡するまで

は、母親が行っていたとしており、申立人の両親が死亡しているため、それら

の状況について確認することはできない。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、申立人に対して国民年金手帳記号

番号が払い出された記録は無く、国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査して

も、申立人が 20 歳当時に居住していたとするＡ市Ｂ区で申立人に対して国民

年金手帳記号番号が払い出された記載は見当たらない。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録では、平成 12 年２月３日に、申立人

に基礎年金番号が付番されたことが記録されており、Ａ市の記録でも、同日に

申立人の国民年金資格の新規取得手続が行われ、この際に申立人が 20 歳にな

った昭和 39 年６月にさかのぼって資格を取得したことが記録されている。こ

のことから、申立人が初めて国民年金の加入手続を行ったのは平成 12 年２月



であり、申立期間①の当時には、申立人は国民年金に加入しておらず、保険料

を納付することはできなかったと考えられる。 

加えて、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母親が平成６年

５月に死亡して以降は、申立人自身が保険料を納付することになるが、申立人

は、保険料の納付方法等については全く記憶が無いとしている。 

その上、申立人は、国民年金保険料が申請により免除されていたと記録され

ている平成 12年６月から 13年３月までの期間についても、保険料を納付して

いたとしている。しかし、申立人自身、保険料の免除手続を行ったことがある

としている上、社会保険庁及びＡ市の記録では共に、当該期間は申請免除と記

録されているほか、その申請日、処理日等も記録されており、ほかに当該期間

の保険料が免除されていたことを疑わせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1740 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年 12 月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月から 42年３月まで 

    私の離婚をきっかけとして、私の将来を案じた母親が国民年金の加入手続

を行った。その時点で、20 歳までさかのぼり大金を納付したと母親から聞

いていたので、申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に関与しておら

ず、これらを行ったとする申立人の母親は死亡しており、その状況について確

認することはできない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 42年９月に払い出されており、

申立人が離婚（同年８月）後にその母親が国民年金の加入手続を行ってくれた

とする申立人の説明と符合する。申立人は、この加入手続の時点から４年以上

さかのぼって保険料を納付したとしており、特例納付によるほか納付する方法

は無い。しかし、加入手続の当時には、特例納付は行われていないほか、申立

人は、44 年７月に転居する際に、その母親から当該保険料納付の話を聞いた

としているが、その時点でも特例納付は行われていない。 

さらに、申立人の国民年金加入手続が行われたと推認される昭和 42 年９月

の時点では、申立期間のうち、40年７月から 42年３月までの保険料を過年度

納付することが可能であった。しかし、申立人は、母親から、20 歳までさか

のぼり大金を納付したと聞いているとするのみで、納付時期、納付金額、納付

方法等の詳細については承知しておらず、当該期間の保険料が過年度納付され

ていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

加えて、申立人の母親が、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1741 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 10 月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 47年９月まで 

    二人目の子供を出産後、しばらくして落ち着いた昭和 42年 10月ごろ、Ａ

市Ｂ出張所に行き、国民年金の任意加入の手続を行った。その後、Ｃ市へ転

居したが、保険料はＡ市Ｂ出張所で納付していたのに、申立期間が未納とさ

れているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42年 10月ごろ、Ｃ市に転居する直前にＡ市で国民年金の任

意加入手続を行ったとしている。しかし、Ａ市及びＣ市を管轄するＤ社会保険

事務所の国民年金手帳記号番号払出簿では、申立人の国民年金手帳記号番号は

47年 11月に払い出されたことが記載されているほか、申立人が所持している

年金手帳では、同年 10月 26日に初めて任意加入として国民年金資格を取得し

たことが記載されている。 

また、Ｄ社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査しても、

申立期間当時に申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された記載は

見当たらないほか、申立人は、婚姻後昭和 48 年４月まで同社会保険事務所管

内から転居したことは無いとしているなど、別の国民年金手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

以上のことから、申立人の国民年金加入手続は昭和 47年 10月に行われたも

のと推認され、申立期間当時には、国民年金に加入していなかった上、申立期

間は資格取得前の無資格期間であり、保険料を納付することはできなかったと

考えられる。 

さらに、申立期間当時、申立人の夫は厚生年金保険被保険者で、申立人は国

民年金の任意加入対象者に該当し、任意加入の対象期間については、制度上、



加入手続の時点からさかのぼって資格取得することはできず、保険料を納付す

ることはできない。 

加えて、申立人は、申立期間当時、Ａ市Ｂ出張所で国民年金加入手続を行い、

保険料を納付していたとしているが、国民年金手帳の受領についての記憶は不

明確であるほか、保険料の納付についても、現金で納付していたとするのみで、

具体的な納付方法についての記憶はあいまいである。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿等）は無い上、Ａ市及びＣ市によると、Ｃ市の住民の保険料を

Ａ市で徴収することは無いとしている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1742 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年８月から 61 年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年８月から 61年 10 月まで 

    申立期間は学生であったが、弁護士である父親が国民年金の加入手続をし

てくれ、保険料も父親の口座から引き落としで納付してくれていたと思う。

絶対に納付していたが、兄の分の記録も消えている。申立期間当時の確定申

告書もあり、社会保険料控除額を調べれば分かるはずであるので、申立期間

の保険料が納付されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立人が

学生当時に、その父親が行ってくれていたとしている。しかし、社会保険庁の

オンライン記録及び申立期間当時に申立人が居住していたＡ市の記録では共

に、申立人が国民年金に加入した記録は無い。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査しても、申立期間当時に、申

立人の父親が加入手続を行ったとするＡ市Ｂ区で、申立人に対して国民年金手

帳記号番号が払い出された記録は見当たらない。 

以上のことから、申立人は国民年金に加入したことは無く、その父親が申立

人の保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、申立人の父親は、申立人のほか、その兄についても、学生当時に国

民年金保険料を納付していたとしており、納付した保険料額は、確定申告書に

記載されているとしている。しかし、申立人の父親の確定申告書（控）に記載

されている保険料の控除額は、申立人の両親二人分の保険料額とほぼ一致して

おり、申立人兄弟の分も納付していた場合の金額とは著しく相違している。 

加えて、上記確定申告書（控）以外に、申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1743 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年 12 月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 12月から 58年３月まで 

    申立期間は学生であったが、弁護士である父親が国民年金の加入手続をし

てくれ、保険料も納付してくれていたと思う。申立期間当時の確定申告書も

あり、社会保険料控除額を調べれば分かるはずであるので、申立期間の保険

料が納付されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立人が

20 歳になったころにその父親がＡ市Ｂ区で加入手続を行い、学生時代の保険

料を納付してくれていたとしている。しかし、申立人の国民年金手帳記号番号

は昭和 58 年６月に同区で払い出されており、国民年金手帳記号番号払出簿を

縦覧調査しても、申立期間当時に同区で申立人に対して国民年金手帳記号番号

が払い出された記録は見当たらない。 

また、申立人は、昭和 54 年４月にＡ市Ｂ区からＣ市へ転居しているが、同

市で国民年金の手続を行ったことは無く、Ａ市に住む申立人の父親が保険料を

納付してくれていたとしているなど、同市Ｂ区以外で別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

以上のことから、申立人の国民年金加入手続は昭和 58 年６月ごろに行われ

たものと推認され、申立期間当時には未加入であったことから、その当時に、

申立人の父親が申立人の保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、申立期間のうち、昭和 54年４月から 58年３月までの間は、申立人

は大学生で、国民年金の任意加入対象者に該当するが、制度上、任意加入対象

期間については、加入手続の時点からさかのぼって資格取得することはできず、

保険料を納付することもできない。 



加えて、申立人の父親は、申立人のほか、その弟についても、学生当時に国

民年金保険料を納付していたとしており、納付した保険料額は、確定申告書に

記載されているとしている。しかし、申立人の父親の確定申告書（控）に記載

されている保険料の控除額は、申立人の両親二人分の保険料額とほぼ一致して

おり、申立人兄弟の分も納付していた場合の金額とは著しく相違している。 

このほか、上記確定申告書（控）以外に、申立人が申立期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1744 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年２月から 53年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月から 53年１月まで 

    父親が私の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してくれていた。兄

と姉に納付記録があり私が未納となっていることは無いはずである。私は、

28 歳で国民年金の加入手続をしたことになっているが、その時は、国民年

金手帳を紛失したのでＡ市Ｂ区役所で再発行の手続をしたものであり、申立

期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続はその父親が行い、申立期間のうち婚姻前の

昭和 45 年２月から 47 年 10 月までについては、父親が保険料納付を行ってく

れたとしており、申立人は関与しておらず、父親は既に死亡しているため、そ

の状況について確認することはできない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、婚姻後の昭和 52年 12月に社会保

険事務所からＡ市Ｂ区に払い出されたものの一つであり、社会保険庁の国民年

金受付処理簿では、申立人は同記号番号により 53 年２月に任意加入として国

民年金の資格を取得したことが記載されている。国民年金手帳記号番号払出簿

を縦覧調査しても、申立人が申立期間当時に居住していたとする同市Ｃ区及び

同市Ｄ区で申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された記録は確認

できないほか、申立期間当時に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。このことから、申立人の国民年金加

入手続は同市Ｂ区で同年２月に行われたものと推認され、申立期間当時には未

加入であったため、保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

さらに、申立人が婚姻した昭和 47年 11月以後の期間は、申立人の夫が厚生

年金保険被保険者で、申立人は国民年金の任意加入対象者であり、制度上、加



入手続の時点からさかのぼって資格取得することはできず、保険料を納付する

こともできない。 

加えて、申立人は、婚姻後は自らが国民年金保険料を納付していたとしてい

るが、婚姻した際の国民年金の諸変更手続の状況は不明であり、通知が来たら

納付していたはずであるとするのみで、具体的な納付方法等についての記憶は

不明確である。 

このほか、申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1745 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたもの又は免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年７月まで 

    申立期間当時、会社を退職し次の会社に入社するまでの間、社会保険無し

ではいけないと思い、Ａ市Ｂ区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続を

した。失業保険の給付額が少なかったため、国民健康保険料については免除

が承認されたので、国民年金保険料についても免除を申請していたはずであ

る。その申請が承認されたのか、承認されず保険料を納付したのか覚えが無

いが、申立期間が免除又は納付ではなく、未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職後の昭和 48 年４月に、Ａ市Ｂ区役所で国民健康保険

と国民年金の加入手続を行ったとしている。しかし、社会保険庁のオンライン

記録では、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された記録は無く、国民年

金の資格（第１号被保険者）取得日は平成 18 年４月とされているほか、国民

年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査しても、申立期間当時に、同区で申立人に

対して国民年金手帳記号番号が払い出された記載は見当たらない。 

また、申立人は、申立期間当時に国民年金手帳を受領した記憶は無く、所持

している年金手帳は、共済組合脱退後の平成 18 年４月に受領したもののみで

ある。 

以上のことから、申立人は、申立期間当時には国民年金に未加入であり、保

険料の免除の申請又は納付を行うことはできなかったと考えられる。 

さらに、申立人は、国民健康保険料が免除されていたので、国民年金保険料

の免除も申請していたはずであるとするのみで、具体的な免除申請手続につい

ては記憶が不明確であるほか、免除が却下された場合は納付したはずであると



しているが、具体的な納付方法の記憶は無い。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの又は免除されて

いたものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案1695 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和32年６月３日から38年５月８日まで 

             ② 昭和38年６月21日から39年２月15日まで 

             ③ 昭和39年３月２日から43年６月１日まで 

             ④ 昭和43年７月１日から44年６月30日まで 

    私は、昭和43年の秋ごろに社会保険事務所で脱退手当金の請求を行ったが、

職員から脱退手当金受領書を渡され、｢Ａ社が保険料を滞納しているため、

記載の金額を同社で受け取り、この受領書は後日提出しなさい。」と言われ

た。 

    しかし、私は夫と相談した結果、結局、Ａ社には行かずに、署名捺印した

受領書を社会保険事務所へ提出した。 

    このため、私は脱退手当金を受け取っていないので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、脱退手当金の請求手続を行ったとしているところ、社会保険事務

所が保管している申立人の被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、昭和 43 年秋ごろに、社会保険事務所において、脱退手当

金をＡ社から受領するように指示されたとしているが、当該時点における申立

人は、Ｂ社の厚生年金保険被保険者であり、制度上、現存被保険者には受給権

が無いことから、申立人の主張は不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1701 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 29年５月 10日から 30年３月１日まで 

             ② 昭和 30年 11月 16日から 31年２月１日まで 

私は、昭和 27年から 30年２月末までＡ社に勤務していたが、申立期間①

の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

また、申立期間②については、そのころにＢ社からＣ社に引き抜かれて転

職しているので、転職に当たって当該申立期間の空白が生じるはずが無い。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、当該期間にＡ社の厚生年金保険被保険者資格を取得

した同僚２人は、申立人を記憶していないと証言している。 

また、Ａ社は合併後、解散しており、後継会社のＤ社は、当時の賃金台帳等

関係資料を保存していないとしている上、当時の人事労務の担当者も死亡して

いることから、申立人の当該期間における同社での勤務実態及び厚生年金保険

の取扱いについては確認できない。 

さらに、申立人は、昭和 27年から 30年２月末までＡ社に継続して勤務して

いたと主張しているが、社会保険事務所が保管しているＥ社の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿によると、申立人には、28年９月２日から 29年５月 10

日までの期間について、同社における厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿においても、申立期間に申立人の氏名は無く、この間の健康保険整理番号に

欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   申立期間②については、社会保険事務所の記録によれば、Ｂ社は、昭和 30

年 11月 16日に厚生年金保険の適用事業所を全喪しており、同日に同社の被保



険者全員(申立人を含む８人)が、被保険者資格を喪失していることが確認でき

るところ、当時の同僚は、同社が同年 10月ごろ火災による操業不能に陥り、

それに伴い適用事業所を全喪した旨、証言している。 

   また、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった日（昭和 31年２月１日）

に同社で被保険者資格を取得した複数の同僚は、同社は以前から営業している

会社ではなく、入社時に新規設立された会社であったと記憶している旨証言し

ている。 

上記のことから、申立人の当該期間におけるＢ社及びＣ社での勤務実態につ

いては確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案1702 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和42年４月６日から同年５月１日まで 

  私は、Ａ社には昭和42年４月６日から勤務しているのに、厚生年金保険

被保険者資格の取得日が同年５月１日とされている。厚生年金保険料を控

除されていたことが確認できる資料は無いが、申立期間について、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社が提出した在籍証明書及びＢ社が提出した臨時雇用員就労カードから、

申立人が申立期間においてＡ社に臨時雇用員として勤務していたことは推認

できる。 

 しかし、申立人の臨時雇用員就労カードによれば、昭和42年４月６日から同

年４月27日までは、業務研修期間であり、実務の現場に配属されたのは同年５

月１日であるところ、申立人が名前を挙げた同期入社の同僚３人も、申立人と

同様に業務研修期間中は厚生年金保険の被保険者記録が無い上、Ａ社の担当者

及びＢ社の担当者はいずれも、「自分は、業務研修期間中は、厚生年金保険の

被保険者ではない。」と証言している。 

また、Ａ社及びＢ社では、申立期間当時の厚生年金保険の資格取得に係る資

料は保管していないとしている上、Ｂ社は、「当時の臨時雇用員の厚生年金保

険の被保険者資格の取得については、事業所単位の裁量に委ねられていたこと

から、当該事業所が厚生年金保険の届出を行ったのは、社会保険庁で記録が確

認できる昭和 42年５月１日と思慮される。」と回答している。 

さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無く、保険料控除に係る申立人の記憶も曖昧
あいまい

である。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1703 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月８日から 46年４月１日まで 

    私がＡ社に勤務していた期間の中で、申立期間の厚生年金保険の被保険者

記録が無い。同社を途中で退職した覚えは無いので、申立期間について、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した写真及び同僚の証言により、申立人が申立期間の一部（昭

和 45年 12月の忘年会の時期）にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社が提出した厚生年金保険被保険者資格取得・喪失確認通知書に

よれば、申立人は、社会保険事務所の記録のとおり、昭和 45 年９月８日に被

保険者資格を喪失し、46年４月１日に再取得していることが確認できる。 

また、申立期間後のＡ社での被保険者期間については、同社に勤務する以前

に別の事業所で払い出された厚生年金保険の手帳番号を再使用していること

から、申立人は、同社において被保険者資格を再取得する際、別の事業所で使

用していた被保険者証を提出したものと考えられる。 

さらに、Ａ社及び当時の同僚は、「申立人は、申立期間に一度退社し、再度

入社した。」としている上、申立人が同社を退職後に勤務したＢ社の同僚は、

「申立人は、一度、Ａ社を辞めてＢ社に入社したが、すぐにＡ社に戻り、その

後、Ｂ社に再入社した。」と証言している。 

加えて、Ａ社は、「必ずしも入社してすぐに厚生年金保険の被保険者資格を

取得させていたわけではない。」と回答していることから、申立人が同社に復

職したとしても、直ちに被保険者資格を再取得する手続が行われなかった事情

がうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき



る関連資料及び周辺事情は無く、保険料控除に係る申立人の記憶も曖昧
あいまい

である。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1704 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男（死亡） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 大正 13年生 

 住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 21年９月から 28年 12月まで 

 申立期間について、Ａ社に勤務していたのは確かであるので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社の同僚の証言から判断して、申立人が、申立期間当時、同社に勤務して

いたことは推認できる。 

 しかしながら、社会保険事務所の記録により、Ａ社は、昭和 32 年１月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間については、適用事業所

ではなかったことが確認できる。 

また、申立人の妻が名前を挙げている同僚は、「申立人とは 10年ほど一緒だ

った。保険料を控除されていたかどうかは分からない。」と証言しているとこ

ろ、当該同僚のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録は、同社の新規適用

日である昭和 32年１月１日からとなっている。 

さらに、Ａ社の当時の事業主は既に亡くなっており、同社における申立人の

厚生年金保険料控除の有無についての証言が得られない。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1705 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年 10月から 34 年４月 25日まで 

② 昭和 35年 12月 31日から 36年５月まで 

③ 昭和 36年９月 25日から 38年７月まで 

④ 昭和 40年７月 14日から 41年２月 19日まで 

    申立期間①については、昭和 33年 10月に入社した。申立期間②は、当該

期間の前に３か月勤務しており、退職はしておらず、36 年５月まで勤務し

た。申立期間③は、当該期間の前に２か月勤務しており、退職はしておらず、

38 年７月まで勤務した。申立期間④は、途中退職すること無く継続して勤

務した。申立期間①から④について、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社が加入していた健康保険組合の健康保険被保険

者名簿により、申立人の健康保険の資格取得日が、厚生年金保険と同じ昭和

34年４月 25日であることが確認できる。 

また、Ａ社は、申立期間当時の関連資料を保存しておらず、同社における申

立人の勤務実態、厚生年金保険料の控除の有無について確認できない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において、当該期間に申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も

見られない。 

申立期間②については、社会保険事務所の記録により、Ｂ社は、昭和 36 年

３月１日に全喪しており、申立期間のうち、同日以降は厚生年金保険の適用事

業所ではなかったことが確認できる。 

また、当時の事業主や事務担当者とは連絡が取れず、事情を聴取できた同僚



からも、申立ての事実を裏付ける証言が得られない。 

申立期間③については、Ｃ社が保管している健康保険被保険者資格喪失確認

通知書により、申立人の健康保険被保険者資格喪失日が、昭和 36 年９月 25

日であることが確認できる。 

また、申立人に係る勤務実態や厚生年金保険料の控除についてＣ社に照会し

たが、申立ての事実を確認できる資料や証言は得られなかった。 

申立期間④については、社会保険事務所が保管するＤ社の健康保険厚生年金

保険被保険者原票により、申立人は、昭和 40 年５月 15日に被保険者資格を取

得し、同年７月 14 日に資格を喪失後、再度 41 年２月 19 日に同社で資格を取

得しているところ、申立人の厚生年金保険記号番号及び健康保険番号は、最初

に被保険者資格を取得した際と再度被保険者資格を取得した際とでは異なっ

ていることが確認できる。 

また、同僚の一人が、「申立人は、いったんＤ社を辞めて他の会社に勤めた

時期があった。」と証言しているところ、申立人もこの事実を認めており、そ

の期間は２か月ぐらいであったと証言しているものの、その記憶は曖昧
あいまい

である。 

さらに、Ｄ社は、申立期間当時の関連資料を保存しておらず、同社における

申立人の勤務実態、厚生年金保険料の控除の有無について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①から④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1706（事案 401の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年 12月 30日から 29 年３月１日まで              

    私は、昭和 24年５月１日から 37年２月 25日までＡ社に勤務していたが、

申立期間について厚生年金保険被保険者記録が無いので、当該期間について、

被保険者として認めてほしいとして年金記録確認の申立てをしたところ、平

成20年10月８日付けで総務省中部管区行政評価局長から年金記録の訂正は

必要でないとする通知文書をもらった。 

    しかし、申立期間について、厚生年金保険被保険者記録が無いことに納得

できず、新たな資料として当時の事業主の二男が現在勤務しているＢ社の資

料を提出するので、再度、調査してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、当時、申立人と同様の仕事をしていた同

僚６人のうち４人が申立人と同様の空白期間があり、社会保険事務所が保管す

るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、２度にわたる被保険者とし

ての得喪記録が確認できる上、その間の健康保険整理番号にも欠番は無く、不

自然な点は見られないほか、当時の事業主等が既に死亡しており、申立内容に

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらないとして、既に当委

員会の決定に基づく平成20年10月８日付け年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

   これに対し、申立人は、新たな資料として当時の事業主の二男が現在勤務し

ているＢ社の資料を提出してきたものの、当時の事業主の二男は、「Ａ社に勤

務したのは昭和 42年以降であり、当時の資料も無いため不明である。」と証言

している上、Ｂ社に係る当該資料は、保険料控除の事実を示す資料ではなく、

ほかに申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月１日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 33 年２月末にＡ社を退職してすぐにＢ社に入社した。給料か

ら厚生年金保険料を控除されていたのに、同年８月１日まで厚生年金保険の

記録が無いことに納得できないので、申立期間について、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社における同僚の証言から判断して、申立人が、申立期間当時、同社に勤

務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社は昭和38年11月27日に全喪しており、また、当時の事業

主は死亡しており証言が得られないため、申立人が、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていた事実が確認できない。 

また、申立人と同時期に勤務していた複数の同僚について、Ｂ社への入社日

と厚生年金保険被保険者の資格取得日が異なっていることから判断すると、同

社では、入社後一定期間をおいて厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の

届出を行っていたものと推測される。 

さらに、社会保険事務所が保管する厚生年金保険記号番号払出簿により、申

立人の手帳記号番号が昭和33年８月14日にＢ社で払い出されたことが確認で

きるとともに、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間における

健康保険整理番号に欠番は見られない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



愛知厚生年金 事案1708 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和38年３月16日から39年９月１日まで 

             ② 昭和40年７月26日から41年11月１日まで 

    申立期間は、Ａ社に継続して勤務していたのは確かであるので、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社における同僚の証言から判断して、申立人が、

申立期間に同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人と一緒にＡ社に入社したと証言している同僚には、同

社における厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、申立人と同時期にＡ社に勤務していたと推認できる同僚４人のうち３

人は、昭和39年１月から同年８月までの期間について厚生年金保険の被保険者

記録は確認できない。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及

び被保険者原票の申立期間における健康保険整理番号に欠番は見られない。 

申立期間②については、申立人は、Ａ社に勤務した期間について、申立書に

おいて「昭和42年10月まで」及び「43年10月まで」と異なる記載をしており、

その後、「二十歳になる前に退職したので、41年10月まで勤務した。」と証言す

るなど、記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、同僚の一人は、「私は、会社の倒産により昭和40年９月に退職したが、

申立人は私よりも早く退職した。」と証言している。 

   さらに、社会保険事務所の記録によると、Ａ社における厚生年金保険の被保

険者は、昭和40年９月末に資格喪失した者が最後であり、その後の被保険者記



録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1709 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月 15日から 41 年７月１日まで 

私は、会社を変わる時は、就職先を決めてから次の会社に入ったので、被

保険者記録の空白は無いはずである。また、Ａ社を退職後、次の会社に年金

手帳を提出する際、年金手帳を同社に取りに行った記憶がある。同社の同僚

と一緒に写した写真があるので調査し、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出を受けた写真及び複数の同僚が申立人の勤務を証言してい

ることから、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は昭和 43年２月 26日に全喪、46年９月 10日に商業登記簿を

閉鎖しており、事業主、経理担当者及び工場責任者は、いずれも既に死亡して

いることから、申立てに係る周辺事情を調査することができない。 

また、申立期間について、社会保険事務所におけるＡ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者原票には、申立人の名前は無く、健康保険整理番号の欠番も

無い。                                                      

さらに、同僚６人は、自らの勤務期間と厚生年金保険被保険者期間が相違す

ると証言している上、別の同僚１人は、Ａ社に勤務したものの厚生年金保険被

保険者記録は無いと証言していることから、申立期間当時、同社では、すべて

の社員について、厚生年金保険被保険者の資格を取得させていたわけではない

ことが推認できる。 

加えて、申立人は、申立期間に係る雇用保険の記録も確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1710 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月１日から９年１月１日まで 

厚生年金保険の加入期間が実働期間と相違しているため、ここに正否を正

すべく申立てする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の商業登記簿によれば、申立人は、平成２年 10月 30日に同社の代表取

締役に重任されており、21 年３月２日には代表清算人として登記されている

ことが確認できる上、申立人の妻は、申立人は事業主として勤務していたと証

言していることから、申立人が申立期間において同社に勤務していたことが推

認できる。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録によれば、申立人の厚生年金保険被保

険者資格喪失手続及び健康保険証の回収は、平成７年３月３日に行われており、

前日の同年３月２日には、それまで申立人の被扶養者とされていた申立人の母

について、申立人の妻の被扶養者とする変更処理がなされていることが確認で

きることなど、社会保険事務所の一連の手続に不自然な点はみられない。 

また、申立人は、平成７年３月１日から国民健康保険に加入していることが

確認できる。  

さらに、Ａ社は平成９年１月１日に全喪しており、商業登記簿によれば、14

年 12 月３日に解散、21 年３月 30 日に清算結了していることから、当時の資

料が保管されておらず、事業主である申立人も当時の記憶が無いとしており、

申立人の厚生年金保険料が給与から控除されていた状況は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、申立人は申立期間においてＡ社の事業主であるとともに、同社におい

て社会保険の事務処理の担当者であり、「厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律」第１条第１項ただし書の規定により、当該事業

主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認め

られる場合に該当すると認められることから、申立人の厚生年金保険料が給与

から控除されていたとしても、同法に基づく記録訂正の対象とすることはでき

ない。 



愛知厚生年金 事案 1711 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年２月１日から 56年３月１日まで 

厚生年金保険の加入期間と実働期間が相違しているため、ここに正否を正

すべく申立てする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主である申立人の夫は、「申立期間を含め、妻は継続してＡ社に

勤務していた。」と証言していることから、申立人は申立期間において同社に

勤務していたものと推認される。 

しかし、社会保険事務所の記録によれば、申立人は、申立期間においてその

夫の被扶養者として認定されていることが確認できる。 

また、Ａ社は平成９年１月１日に全喪しており、商業登記簿によれば、14

年 12 月３日に解散、21 年３月 30 日に清算結了していることから、当時の資

料が保管されておらず、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた状

況は確認できない。 

さらに、社会保険事務所の記録によると、申立人の資格喪失日と同日に、事

業主の母が被保険者資格を喪失しているとともに、申立人の資格喪失日から約

６か月後に、事業主の父が被保険者資格を喪失していることが確認できるとこ

ろ、当該事実について、Ａ社の事業主である申立人の夫は、明確な記憶は無い

と証言している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案1712 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和28年４月１日から30年12月１日まで 

 私は、昭和28年４月１日から30年11月末までＡ社に住み込みで勤務してい

たが、同社に係る厚生年金保険被保険者記録が無い。保険料控除が証明でき

る資料は無いが、同社に勤務していたことは確かであるので、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、Ａ社は、申立期間後の昭和62年11月２日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は厚生年金保険の適用事業

所ではなかったことが確認できる。 

また、申立期間当時にＡ社に勤務していたとみられる同僚３人は、いずれも

申立期間当時、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなかったことを承知して

いたと証言しているところ、社会保険事務所の記録によると、当該同僚には同

社に勤務していたとみられる時期は厚生年金保険被保険者となっていないこ

とが確認できる上、同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和62年11月２

日に資格取得した者のうち21人の被保険者記録を確認したところ、19人が、新

規適用以前の期間については国民年金の被保険者であることが確認できる。 

さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1713 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 11月１日から 32年５月１日まで 

             ② 昭和 32年５月 30日から 33年２月１日まで 

    私は、昭和 31 年６月ごろに転居し、Ａ高等学校の定時制に転入した。同

年 10 月ごろ、学校の紹介でＢ社に入社した。同社には、同級生のＣ氏が勤

務していたが、私と入れ替わりで退職した。  

社会保険事務所の記録によると、Ｂ社における被保険者期間は昭和 32 年

５月の１か月のみとされているが、Ｃ氏の退職日が 31 年 11 月１日であり、

彼と入れ替わりで入社したはずの自分の資格取得日が 32 年５月とされてい

るのはおかしいので、申立期間①について、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

また、Ｂ社退職後は、間を置かずにＤ社に就職したので、申立期間②につ

いても厚生年金保険の被保険者と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の厚生年金保険被保険者15人のうち連絡先が判明した６人に照会し、こ

のうち４人から回答を得たが、申立人が申立期間①及び②に同社に勤務してい

たことを裏付ける証言を得ることはできなかった。 

また、Ｂ社は、既に解散している上、当時の事業主も死亡しているため、申

立てに係る事実を裏付ける証言を得ることはできない。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＢ社に係る厚生年金保険被保険者記

号番号払出簿及び厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の資格取得日は

いずれの記録も昭和 32 年５月１日であるとともに、申立人の厚生年金保険被

保険者記号番号は、同日に資格取得している者と連番で払い出されていること

が確認でき、申立人の資格取得に係る社会保険事務所の記録に不自然な状況は



見当たらない。 

加えて、申立人は、Ｂ社の退社時期に係る記憶が不確かであるところ、申立

人が同社の次に勤務したＤ社は、昭和 33 年２月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっているが、申立人は同社の新規適用日と同日に厚生年金保険被保険

者資格を取得していることから、申立人は申立期間②においては同社に勤務し

ていた可能性もうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案1714 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和37年10月１日から45年２月１日まで 

    私は、集団就職で上京し、昭和37年10月から45年１月末日までＡ社に勤務

していた。当時、保険証を使用した記憶があるので、健康保険に入っていた

はずである。厚生年金保険料を給与から控除されていたことを証明できるも

のは無いが、確かに勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所の所在地、その近隣の状況及び当時の同僚に係る申立人の具体的な記

憶、Ｂ協同組合が保管している記録などから判断して、申立てに係る事業所は、

Ｃ社であると認められるとともに、申立人が申立期間に同社に勤務していたこ

とについては推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、申立てに係る事業所は、厚生年金

保険の適用事業所となっていないことが確認できるとともに、申立人が記憶し

ている同僚についても、当該事業所に勤務していたとみられる期間については

厚生年金保険被保険者ではないことが確認できる。 

また、雇用保険の記録によると、申立人が申立てに係る事業所の後に勤務し

た事業所については雇用保険の被保険者記録がある一方、申立ての事業所に係

る雇用保険の記録は確認できない。 

さらに、申立てに係る事業所は、現在、その所在が確認できず、申立期間当

時の事業主とは連絡が取れないため、申立てに係る事実を裏付ける証言を得る

ことはできず、このほかに申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案1715 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和20年８月20日から22年７月25日まで 

  ねんきん特別便で夫の厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、申立

期間が空白となっていることが分かった。 

  しかし、申立期間もＡ社又はＢ社に継続して勤務していたと思われるので、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立人は、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いのはおかしいと

しているが、申立期間は婚姻前でもあり、申立人が申立期間において厚生年金

保険被保険者であったとする特段の根拠は無いとしている。 

また、申立期間にＡ社又はＢ社における厚生年金保険被保険者記録のある同

僚12人に聴取したが、申立人が申立期間も継続してＡ社又はＢ社に勤務してい

たことをうかがわせる証言を得ることはできなかった。 

さらに、申立期間当時にＣ市にあったＡ社の工場における厚生年金保険被保

険者記録がある同僚は、「昭和20年８月20日に終戦による人員整理が行われ、

何人かの従業員が地元に帰っていった記憶がある。」としているところ、同工

場の厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の健康保険番号の前後298人

について、申立人と同じ同年８月20日に資格喪失している者が133人と多い上、

この133人のうち、その後の被保険者記録が確認できる50人について、いずれ

も同工場の資格喪失後にＡ社又はＢ社において資格取得していないことが確

認できる。 

加えて、Ａ社には申立期間当時の人事記録等の関連資料は保存されておらず、



Ｂ社も既に全喪している上、申立期間当時の事業主とも連絡が取れず、申立て

に係る事実を裏付ける証言を得ることはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案1716 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者となることができない

期間であったことから、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年７月30日から同年８月１日まで 

    社会保険庁の記録では、私のＡ社における厚生年金保険被保険者期間は１

か月となっている。しかし、私の保管する平成７年６月分と７月分の２か月

の給与明細書から厚生年金保険料が控除されているので、年金記録を訂正し、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社の平成７年６月分及び同年７月分の給与明細書

により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

しかし、雇用保険の記録によれば、申立人の離職日は平成７年７月29日であ

ると確認できるところ、当該離職日の翌日は、厚生年金保険の被保険者資格喪

失日と一致している。 

また、厚生年金保険法では、第19条において「被保険者期間を計算する場合

には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失し

た月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第14条におい

て、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされてい

ることから、申立人のＡ社における資格喪失日は、平成７年７月30日であり、

申立てに係る同年７月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

さらに、Ａ社は平成７年９月30日に解散し、同年10月16日に厚生年金保険の

適用事業所を全喪しており、申立期間当時の関連資料を得ることはできない。 

加えて、Ａ社の元事業主からは証言を得ることはできなかったものの、同社

の元役員は、「保険料は当月控除で、月末までに退職した者の保険料は、翌月



に返金処理をしていた。」と証言している。 

このほか、Ａ社の上司及び同僚は、申立人の氏名を記憶しているものの、申

立人の勤務期間に関する記憶は無いとしているなど、申立てに係る事実を確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

    これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、厚生年金保険被保険者となることができない期間であった

ことから、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案1717 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和21年７月１日から22年１月８日まで 

             ② 昭和24年９月19日から26年10月30日まで 

             ③ 昭和27年４月１日から30年６月２日まで 

             ④ 昭和34年６月１日から35年６月１日まで  

    私は、申立期間①及び②は、Ａ社で働いていた。また、申立期間③は、Ｂ

社で、申立期間④はＣ社で働いていた。すべての申立期間について、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、Ａ社の現在の事業主は、「当時の人事記録、給

与及び厚生年金保険の関係資料については保存されていない。当時の厚生年金

保険の取得状況を知っている人はいないだろう。」と回答していることから、

申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険の取扱い等について確認す

ることができない。 

また、申立期間①及び②においてＡ社へ入社した複数の同僚に聴取するも、

申立期間に申立人が勤務していた旨の証言は得られなかった。 

さらに、申立人がＡ社で勤務していたと記憶している複数の同僚は、「申立

人が勤務していたことは記憶しているものの、勤務期間は不明である。」とし

ており、申立人の同社における勤務期間を特定することができない。 

加えて、申立期間①及び②において、社会保険事務所が保管しているＡ社の

申立期間に係る厚生年金保険被保険者名簿には申立人の名前は無く、健康保険

整理番号の欠番も無い。 

申立期間③について、Ｂ社の後継会社の総務担当者は、「申立人の申立期間

の勤務実態、厚生年金保険の関係資料、厚生年金保険料控除について調査した



が、いずれも資料の保存が無く不明であった。」と回答している。 

また、社会保険事務所の記録によれば、Ｂ社は昭和30年２月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、申立期間③のうち、27年４月１日から30年１

月31日までの期間は、厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる上、

申立期間③のうち、同年２月１日以降の期間は、社会保険事務所における同社

の当該期間に係る厚生年金保険被保険者名簿には申立人の名前は無く、健康保

険整理番号の欠番も無い。 

さらに、申立人がＢ社で勤務していたと記憶している複数の同僚については、

連絡先不明のため周辺事情を調査できず、申立期間③において同社に入社した

同僚に聴取するも、当該期間に申立人が勤務した旨の証言は得られなかった。 

申立期間④について、Ｃ社の事業主は既に他界しているが、事業主の親族は、

「申立人の申立期間における勤務実態、給与支払関係書類、厚生年金保険関係

の資料の保存は無く、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得状況は不明で

ある。」と回答している。 

また、申立人がＣ社に勤務していたと記憶している同僚については、既に他

界していたり、同社における厚生年金保険の被保険者記録が確認できないこと

から、申立てに係る周辺事情を調査できない。 

このほか、申立人の申立期間①から④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1718 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和38年５月から39年11月10日まで 

    私は、申立期間にＡ社Ｂ支店に勤務し、その後、Ｃ社にも勤務したが厚生

年金保険の記録が無い。調査をして記録を訂正し、申立期間について、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、申立人がＡ社Ｂ支店に勤務していたとする期間について、

申立人が記憶している同支店の業務内容と、同支店の責任者が記憶している業

務内容が一致していることから、申立期間の一部において申立人が同支店にお

いて勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社Ｂ支店は、同社本社において

厚生年金保険の適用事業所となっているところ、同社本社は、「申立期間当時

の資料の保存が無いため、申立人の厚生年金保険の被保険者資格取得の事実は

確認できない。」旨回答している。 

また、申立期間当時のＡ社Ｂ支店の責任者は、「申立人についての記憶は無

い。同社本社で採用された者でなければ社員ではなく、臨時雇用であろう。」

と証言しており、申立人の同支店における勤務期間を特定できない。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の申立期間に係る厚生年金保険

被保険者名簿の整理番号に欠番は無く、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

申立期間のうち、申立人がＣ社に勤務していたとする期間について、申立人

が記憶している同社の業務内容と、同社の同僚が記憶している業務内容が一致

していることから、申立期間の一部において申立人が同社において勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、Ｃ社は、「申立期間当時の資料の保存が無いため、申立人の厚生年



金保険の被保険者資格取得の事実は確認できない。」旨回答している。 

また、Ｃ社の複数の同僚は、いずれも申立人について記憶が無いと証言して

いることから、申立人の同社における勤務期間を特定できない。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＣ社の申立期間に係る厚生年金保険

被保険者名簿及び被保険者原票の整理番号に欠番は無く、申立人の記録が欠落

したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い上、申立人のＡ社Ｂ支店及びＣ社における勤

務期間の記憶は曖昧
あいまい

である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 11月から 46年７月まで 

   私は、昭和 45年 11月から 46年７月までＡ社に勤務していたが、厚生年

金保険の記録が無い。保険料控除が証明できる資料は無いが、同社に勤務

していたことは確かなので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している複数の同僚について、申立期間におけるＡ社の厚生年

金保険の被保険者記録が確認できる上、当該複数の同僚が「期間は分からない

が申立人は勤務していた。」と証言していることから、申立人が同社において

勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所を全喪しており、申立期間当

時の関連資料を得ることはできず、同社の事業を継承したＢ社にも、当時の関

連資料は保存されていない。 

また、Ａ社の当時の事業主の連絡先及び消息も不明であり、当時の経理担当

者も他界していることから、当時の同社における厚生年金保険の取扱状況及び

資料の有無について証言を得ることはできない。 

さらに、雇用保険の記録によると、申立人は、Ａ社の前後の事業所について

は雇用保険の加入記録が確認できる一方、申立期間については雇用保険の記録

は確認できない。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿に

申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無く、当該控除に関する申立人の記憶も不明確で

ある。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案1720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和48年10月から49年５月16日まで 

      私は、昭和48年10月からＡ社に勤務していた。厚生年金保険料の控除があ

ったことを記憶している。同社に勤務していた申立期間について、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社は、「申立期間当時の関連資料は保管されていない。」と回答している上、

申立人が主張する社会保険手続を委託していたとされる社会保険労務士は、既

に他界しており、同社における厚生年金保険の取扱状況を確認することができ

ない。 

また、複数の同僚は、「Ａ社の入社時に資格、経験等がある者については、

入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させていたが、通常は試用期間

とされる見習期間があり、その間は、厚生年金保険被保険者資格を取得させな

い旨の説明があった。」と証言している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人は、申立期間におい

て国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録（昭和49年５月16日資格

取得。）は、社会保険庁のオンライン記録と一致している。 

なお、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票によ

ると、申立期間において整理番号に欠番は無く、申立人の記録が欠落したとは

考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1721 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

 住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 34年４月 16日から同年 10月４日まで 

             ② 昭和 34年 10月８日から 41年４月 26日まで 

 私は、脱退手当金の請求手続を行った記憶は無く、受け取った記憶も無い。

脱退手当金が支給決定された時は、結婚後で名字も住所も変わっていたが、

私はこのことを社会保険事務所に届け出なかった。 

このため、社会保険事務所は、私の住所が分からないことから脱退手当金

を支給できないはずなので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の被保険者原票において、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日である昭和41年４月の前後３年以内に資格喪失した受

給資格のある女性９人(申立人を含む。)の脱退手当金の支給記録を確認したと

ころ、全員に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち７人が資格喪失日か

ら約６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされており、いずれも請求手続の

時期が退職後間もないころとなっていることを踏まえると、申立人についても

その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険資格喪失日から約４か月後の昭和41年８月20日に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年８月 20日から 29年９月５日まで 

             ② 昭和 32年２月１日から 33年 10月 31日まで    

    私は、脱退手当金を受け取った記憶は無いので、申立期間について、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

最終事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人の氏名は、事業所を退

職した約５か月後の昭和34年３月11日に旧姓から新姓に氏名変更されており、

申立期間の脱退手当金は同年３月 20 日に支給決定されていることを踏まえる

と、脱退手当金の請求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険資格喪失日から約５か月後の昭和34年３月20日に支給決定さ

れている上、被保険者台帳には脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬

月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金通則法施行前

であり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の被保険者記録が無い申立

人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案1723 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和21年１月20日から22年９月15日まで 

    私は、仕立の見習いをするため、昭和22年９月16日にＡ社を退職した。 

退職の当日、給与は受け取ったが、脱退手当金について会社から説明は無

く、私もそういう制度があることを知らなかった。 

脱退手当金を受け取っていたことは、ねんきん特別便を確認して初めて気

付いたが、受け取った記憶は無いので、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、当時の受給要件（被保険者期間が６か月以上 20

年未満の者が資格喪失したとき。）に該当し、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から 25日後の昭和 22年 10月 10日に

支給決定されているほか、社会保険庁が保管する厚生年金保険被保険者台帳に

は、脱退手当金を支給したことが記録されているなど、一連の事務処理に不自

然さは見当たらない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金通則法施行前で

あり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の被保険者記録が無い申立人

が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


